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午前 １０時 ００分 開会 

教 育 長  おはようございます。本日は４名の委員の出席を得ましたので、委員会は成立

いたしました。 

 それでは、ただいまから、平成３０年第２２回の教育委員会（定例会）を開催

いたします。 

 本日の会議に出席する職員は、矢嶋次長、松田地域教育力担当部長、木曽教育

総務課長、三浦学務課長、水野生涯学習課長、赤松地域教育力推進課長、門野指

導室長、新井教育支援センター所長、佐藤新しい学校づくり課長、大森学校配置

調整担当課長、千葉施設整備担当副参事、大橋中央図書館長、以上１２名でござ

います。 

 本日の議事録署名委員は、会議規則第２９条により、上野委員にお願いいたし

ます。 

 本日の委員会は２名から傍聴申し出がなされており、会議規則第３０条により

許可しましたので、お知らせいたします。 

 それでは、議事に入ります。 

 

○議事 

日程第一 議案第３５号 いたばし学び支援プラン２０２１（素案）について 

（教育総務課） 

教 育 長  日程第１ 議案第３５号「いたばし学び支援プラン２０２１（素案）」につい

て、次長と教育総務課長から説明願います。 

 

次 長  議案第３５号。 

 いたばし学び支援プラン２０２１（素案）について。 

 上記の議案を提出する。 

 平成３０年１１月７日。 

 提出者は、中川修一教育長でございます。 

 いたばし学び支援プラン２０２１（素案）について審議する。 

 提案理由でございます。 

 いたばし学び支援プラン２０２１を策定するに当たり、素案を審議し、教育委

員会として決定を行う必要があるためでございます。 

 詳細につきましては、教育総務課長からご説明申し上げます。 

 

教育総務課長  それでは、いたばし学び支援プラン２０２１策定における素案についてご説明

申し上げます。 

 第１７回教育委員会において、いたばし学び支援プラン２０２１策定における

中間のまとめを報告させていただきました。 

 その後、事務局では、教育委員会や文教児童委員会でのご意見等も参考にしな

がら、計画素案の策定に向けて調整してまいりました。 

 今般、計画素案がまとまりましたので、ご報告させていただきます。 
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 「いたばし学び支援プラン２０２１（素案）」の資料をご覧ください。 

表紙をおめくりいただきますと、目次がございます。 

 第１章が「計画の基本的な考え方」、第２章が「計画の策定にあたって」とな

っております。 

 こちらにつきましては、中間のまとめからの主な変更点を説明させていただき、 

今回は、第３章「計画における取組」を中心に説明させていただきたいと思って

おります。 

 最初に、第１章が資料の１ページから５ページになりますが、その中の４ペー

ジをお開きください。 

 計画の位置付けの図の右下にある個別事業計画の囲みの中です。 

 「いたばし魅力ある学校づくりプラン」を追記いたしました。こちらにつきま

しては、連携について強調をさせていただいております。 

 続きまして、第２章が資料の６ページから１９ページになりますが、その中の

１４ページをお開きください。 

 中段からの囲み記事です。 

 求められる力について、こちらの記述の中にありました、「リテラシー」や

「クリニティカル」などの専門的な用語について、平易な言葉に修正させていた

だいております。 

 続きまして、資料の１７ページをお開きください。 

 ３、板橋区の現状とめざすべき方向の課題ごとのタイトルの末尾について、動

的な表現に統一しております。 

 具体的には、「学力の定着・向上」、「不登校への対応」、あるいは１８ペー

ジの「教員の長時間勤務の改善」というような、何をどうするかというところま

で表現をさせていただいて、統一しております。 

 続きまして、資料の１９ページをお開きください。 

下段の「人生１００年時代の到来と重要性を増す生涯学習への対応」について

です。 

 こちらの３つ目の丸印で、板橋グリーンカレッジや板橋区文化団体連合会の活

動等、生涯にわたる学びや地域コミュニティの活性化に関わる取組を踏まえるこ

とについて追記しております。 

 続きまして、資料の２０ページからが第３章になります。 

 この第３章では、「板橋区教育ビジョン２０２５」で掲げる９つの重点施策の

体系に基づき、それを具体化するための取組として、個別事業を掲載しています。 

 また、個別事業は、計画期間の３年間で主に事業量に変化がある事業を進行管

理事業と位置付けます。また、事業量が一定もしくは検討段階である事業をその

他事業と位置付けます。 

 資料の２１ページをお開きください。 

 上段に「重点施策及びその実現のための個別事業」とありまして、こちらで取

組内容を一覧化しておりますが、タイトルの頭に黒い丸印がある事業を「進行管

理事業」、白い丸印がある事業を「その他事業」としております。 
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 ９つの重点施策とすべての方向性に共通する事業、あわせて１０施策。こちら

は前プランと同じですが、重点取組について、タイトルの頭に括弧数字があるも

ので、こちらが２６あります。さらに重点取組に５５の事務事業がぶら下がる体

系となっております。 

 なお、５５の事務事業の内訳は、黒丸印の進行管理事業が２５事業、白丸印の

その他事業が３０事業です。 

 ちなみに、現行計画との比較では、重点取組が現行３２から２６となり、６つ

の減です。事務事業、これは再掲を除きますが、現行６６事業から５１事業とな

り、１５事業の減となっており、より重点化を行ったところでございます。 

 記述について少し説明をさせていただきます。 

 資料の２５ページをお開きください。 

 重点施策１の（１）確かな学力を育てる授業づくりと学習環境の確保を例にご

説明いたします。 

 最初に、重点取組の全体的な考え方を述べまして、その後に各事務事業の概要

を記述しております。 

 例えば資料の２６ページの中段の①教科等指導専門官の活用、こちらは白丸印、

その他の事業となりますので、進行管理はいたしません。 

 事業概要とともに、事業の目標と３年間の取組を記述しているところです。 

 次に、資料の２７ページをお開きください。 

 ②板橋区立学校学級安定化対策事業の実施、こちらは黒丸印、進行管理事業と

なります。 

 事業概要と目標とともに、２０１９年度から２０２１年度までの年度別の事業

量を記述する形になっております。こちらが違っているところです。 

 なお、年度別事業量については、上位計画である「いたばしＮｏ．１実現プラ

ン」との調整が必要なため、現段階では明記しておりません。 

 重点取組の記述は以上のような方法で統一しているところでございます。 

 

 それでは、各重点施策の要点について、説明させていただきます。 

 まず、重点施策１については、資料の２６ページをお開きください。 

教科等指導専門官の活用を図り、「板橋区授業スタンダード」を基盤とした授

業及び教科等の特性を踏まえた「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、更

なる授業革新を図ります。 

 続いて、資料の２９ページをお開きください。 

 やがて到来する「超スマート社会」においては、「読み解く力」等が非常に重

要であるとも言われており、確かな学力の定着・向上の取組の重点をフィードバ

ック学習教材の活用から、読み解く力の育成に軸足を移していきたいと思ってお

ります。 

 続きまして、資料の３１ページをお開きください。 

 図書館を活用した学校の読書活動の充実を図ります。 

 学力には、読書が大きく影響することから、校内にある学校図書館の活用や、
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区立図書館による支援により、児童・生徒の読書活動を豊かにし、学力向上につ

なげます。 

 続いて、資料の３３ページをお開きください。 

 板橋区では、中学校卒業段階で英検３級程度以上の英語力を持つ生徒を５０％

以上にすることを目標としています。学校教育分野と社会教育分野が連携して、

英語力の向上に取り組みます。 

 続きまして、資料の３５ページです。 

 小学校の新学習指導要領では、情報活用能力の育成を図るため「プログラミン

グ的思考」を育むこととされています。板橋区プログラミング教育指導計画を策

定し、新学習指導要領に適切に対応してまいります。 

 

 続きまして、重点施策２については、資料の３７ページをお開きください。 

 学校園と社会が連携・協働しながら、子どもたちが多様な人々と関わりながら

学ぶキャリア教育を充実します。 

 資料の３８ページをお開きください。 

 区立小学校２校が平成３０年度、ユネスコスクール加盟校として認定されまし

た。 

 今後も加盟校等を拠点として、ＥＳＤの考え方やＳＤＧｓの実現に向けた環境

教育を推進してまいります。 

 

 続きまして、重点施策３については。資料の４２ページをお開きください。 

 次のページになりますが、「板橋区オリンピック・パラリンピック教育プラ

ン」に基づき、小中一貫教育推進の視点を加え、中学校区を中心とした区内２２

の学びのエリアで地域や児童・生徒の特色を生かした共通の取組を設定して、オ

リンピック・パラリンピック教育を推進します。 

 

 続きまして、重点施策４については、資料の４５ページをお開きください。 

 次のページになりますが、全小学校に設置した特別支援教室（ＳＴＥＰ ＵＰ

教室）について、中学校にも平成３０年度から順次設置して、巡回指導を実施し

ていきます。 

 また、資料の４９ページには不登校対策の推進、５１ページには中高生勉強会

の推進、そして５２ページには新たな取組として、外国籍の子どもへの対応など、

誰もが希望する質の高い教育が受けられる環境を整備してまいります。 

 

 続きまして、重点施策５については、資料の５３ページをお開きください。 

 次のページになりますが、保幼小の円滑な接続のため、スタートカリキュラム

を保幼小に周知し、小学校における実践と幼稚園・保育所における理解促進を図

ります。 

 資料の５５ページをお開きください。 

 板橋区の重点的な教育課題である、「読み解く力の育成」、「郷土愛の育成」、
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「環境教育」、「キャリア教育」の小中学校９年間を通した指導計画、「板橋の

ｉ（あい）カリキュラム」を作成し、実践してまいります。 

 

 続きまして、重点施策６については、資料の５７ページをお開きください。 

 校舎の改築・改修は、「いたばし魅力ある学校づくりプラン」に基づき、計画

的に実施してまいります。 

 資料の５９ページをお開きください。 

 老朽化が進んだ学校施設については、長寿命化の観点から改修を実施してまい

ります。従前は「大規模改修」という文言を使っておりました。 

 資料の６３ページをお開きください。 

 安心・安全な放課後の居場所の中心となる「あいキッズ」については、利用者

の視点に沿った改善を継続してまいります。 

 

 続きまして、重点施策７については、資料の６４ページをお開きください。 

 板橋区コミュニティ・スクールの区立小中学校全校への本格導入をめざし、準

備を着実に進めるとともに、６６ページになりますが、地域コミュニティを基盤

とした活発な青少年健全育成活動に改めてスポットを当て、地域コミュニティに

よる子どもたちの健全育成の推進を継続してまいります。 

 

 続きまして、重点施策８については、資料の６７ページをお開きください。 

 新たな中央図書館の開設を契機に、区立図書館全体として事業の充実を図ると

ともに、６９ページになりますが、「絵本のまち板橋」の具現化に寄与していき

たいと考えております。 

 資料の７０ページでは、板橋グリーンカレッジや板橋区文化団体連合会などの

取組の状況を踏まえて、世代を超えた学びの循環に向けた支援に取り組みます。 

 また、生涯学習センターの「ⅰ－ｙｏｕｔｈ」では、中高生、若者の主体的な

活動を一層支援するとともに、様々な悩みを抱える多様な若者の居場所となるよ

う取組を進めてまいります。 

 資料の７３ページになりますが、板橋区史跡公園（仮称）の整備をはじめ、旧

粕谷家住宅、郷土資料館の取組により、板橋の魅力を高めてまいります。 

 資料の７５ページになりますが、その第一歩としまして、赤塚地域のスタンプ

ラリーを開催してまいります。 

 

 続きまして、重点施策９については、資料の７６ページをお開きください。 

 家庭の孤立化が進行し、子育てに対し、不安や負担感を持つ保護者が増加して

いることに対応するため、家庭教育支援チームの拡充を図ります。 

 

 最後になりますが、資料の７８ページをお開きください。 

「すべての方向性に共通する事業」として、教職員の働き方改革を推進してい

きます。 
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 以上が、第３章の要点です。 

 さらに、資料の８３ページ以降になりますが、今回の３つの柱の事業概要を添

付しているところでございます。 

 全体といたしまして、新規拡充事業については、決して多いわけではないと考

えておりますが、その点では目新しさに欠けるという印象を受けるものと考えま

す。スクラップアンドビルドの視点から、より効果的な事業への重点化を図った

ものでございます。 

 また、全体を通じまして、区の教育施策の課題と方向性を丁寧に示すことがで

きたのではないかと考えております。また、学校分野と社会教育分野の連携につ

いても、一定程度、整理されたものと考えております。 

 雑駁でございますが、説明は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  教育総務課長から、最後に学校分野と社会教育分野という話があったのですが、

資料の６６ページ、重点施策７の（２）の子どもたちの健全育成の推進というと

ころで、青少年健全育成事業の推進という、今まで取り上げていなかったものが

取り上げられた点について、大変良いと思います。 

この中で、青少年委員の件を取り上げているのですが、先ほど言われた地域と

学校との連携という意味で、青少年委員の役割として、ここには地域活動の企画

・運営、またジュニアリーダーの指導というところが書いてあるのですが、もう

１つ加えて、担当校というものがあって、学校と地域のパイプ役としての位置付

けというものがあると思います。ですから、そこのところを書き加えていただけ

ると良いのではないかと思いました。 

  また、区内１８地区あるということで、学校に行くとかかわる青健がたくさん

あってとても大変だというようなお話を伺ったりします。 

 青少年委員の担当校についても、１つの学校を色々な地域の青少年委員が担当

していて、逆に顔が見えにくいというお話も伺ったりします。 

 ですから、これをきっかけに、そうした地域と学校との区割りの定義のような

ところも少し進めていただければ良いと思いました。 

  重点施策５の「保幼小中のつながりある教育の実現」の中で私立幼稚園と区立

幼稚園の連携強化などはとても具体的に示されて良かったと思います。また、ス

タートカリキュラムなどで保育園とのつながりも出てきて、大変良いと思います。 

 先日、学びのエリア研修で２地区に伺ったのですが、区立保育園の園長先生方

が参加してくださっていました。 

 その中で、区立保育園でも、育ちのエリアということで進んできているという

お話を伺いましたので、その辺りがまだどういう状態なのか分かりませんが、こ

こにその区立保育園のエリアとの連携などができる状態なのか、これはすぐには

無理だと思うのですが、その辺りの状況を教えていただきたいと思います。 
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学校配置調整担当課長  育ちのエリアの件ですが、私も先日、学びのエリアの研修会に参加させていた

だきまして、保育園長も出席していました。 

 この育ちのエリアというものは、保育サービス課において公立保育所のあり方

というところで設定しているものでして、地域の私立保育園など、様々な保育施

設のネットワークを構築するものです。 

 一方で、教育委員会において学びのエリアを設定しています。その学びのエリ

アに合わせて、公立の保育所が交流・連携のかなめとして機能していくというも

のを、今、検討しているということでございます。 

 そのエリアにつきましても、中学校区を学びのエリアで設定していますが、必

ずしもこの保育所のエリアというものが一致しないというところもあります。そ

の辺りの整合をとりながら検討している中で、活動が進んでいるところについて

は、学びのエリアの研修会にも積極的に参加していただいている状況と伺ってお

ります。 

 

教 育 長  今のお話の中で、言葉が、教育委員会は「学びのエリア」で、保育所は「育ち

のエリア」となっています。これは区民からすると分かりづらいかと思いますの

で、できるだけ近付けていく方向性で、まさに縦割り行政という形にならないよ

うな対応を、ぜひお願いしたいと思います。 

 

教育総務課長  ご指摘の意見についてですが、青少年地区委員会の話については、記述の中で

整理したいと思います。 

 また、今後の対応についても、今回、このような項目を挙げましたので、課題

としてこの３年間で取り組んでいく話になると思います。よろしくお願いします。 

 また、「学びのエリア」と「育ちのエリア」の関係についても、これは区全体

の連携、整合という部分がありますので、その辺りは注意していきたいと思って

おります。ありがとうございました。 

 

松 澤 委 員  私も、保幼小中の連携のところですが、保幼小と小中一貫ということが分かれ

て入ってきているので、良い方向に行くのかどうかというところは、先ほど皆さ

んがおっしゃったような形で、非常に分かりやすくなって、小学校に入るための

ものと、小中一貫での学びというもので良いのではないかと思いました。 

 また、これからの子どもの育成のところで、色々と読んでは見たのですが、ま

だ社会が変わっていくというところの場所で、５番目の社会ということが書いて

ありまして、その辺りが一般の方に伝わりづらいのではないかと思いまして、そ

うしたことを踏まえて、自分でも読み込んでいったときに、その中身との整合性

みたいなものが出ると良いのではないかと思ったので、現実の社会で、まだその

ような兆しは全く見えていないという状態で、１０年後にはこうなりますよとい

うことを予想として明示してあるという形で自分は認識していますが、ただ、子

どもたちをそのような社会で育てていかなければいけないということが書いてあ

るのですが、子どもたちがどのように育ったら社会に適応するかというところに
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ついては、どのような社会になるかが分からない段階で適応すると思われるよう

な方向性を強く打ち出してしまって良いのかというところが気になりまして、自

分の意見もまだ定まってはいないのですが、このような事業の内容としては、全

体的な仕上がりとしてはとても良いのですが、どのような形でもっていくのかと

いうところは気になった点です。 

 

教育総務課長  「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０」ということで、国からも示されたところですが、新

学習指導要領のベースの部分でも考えていかないといけないと思っています。 

 平易な言葉ではないので、分かりやすく、これが何のためにここに記述してあ

るのかというところがなるべく分かるような形で、工夫ができるところがあれば

整理していきたいと思っております。 

 

上 野 委 員  資料の４ページの計画の位置付けというものを見て、「いたばし学び支援プラ

ン２０１８」からスタートしますが、歴史的な背景から考えて、いつ頃からこの

学び支援プランというものはスタートしているのか。また、計画期間の３年間と

いう区切りはどのような根拠なのか。この計画自体がどんどん増えていく状況な

のか。 

 これは時代に伴ってやっていかなければいけないと思うのですが、背景が分か

らなかったのと、もう１つ、資料の３８ページのユネスコスクールが、結果的に

は、今、小学校２校ということですが、そちらについて教えていただければと思

います。 

 

教育総務課長  計画の経緯と３年間の計画期間というところなのですが、まず、計画について

は、冒頭に書いてありますが、法で定められた教育振興プランということで、こ

れは法律上策定することで位置付けられたところから始まりまして、今の計画の

「いたばし学び支援プラン２０１８」の前に「いたばし学び支援プラン２０１

５」があります。そこからスタートしております。 

 年度は、今すぐには出てこないのですが、今回で３年になりますので、大体、

６、７年くらい前になっております。 

 それと計画期間３年間の根拠については、こちらの図にありますように、上位

計画が、「いたばしＮｏ．１実現プラン２０２１」、こちらも３年間の計画とな

っており、こちらと整合させているところがあります。その意味で、区全体の主

要な個別計画は３年単位となっています。 

 

指 導 室 長  ユネスコスクールについてお答えします。今年度、板橋第二小学校と板橋第七

小学校の２校が、ユネスコスクールとして認定していただきました。 

 なお、この２校につきましては、平成２８年に申請を出しまして、３年ほどか

かってようやく認定がいただけたというところです。また、現在は高島第一中学

校が認定の申請を出している状態でございます。 
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青 木 委 員  内容自体には特に意見はないのですが、最初のところにある目標設定などが、

文部科学省が言っているところをある程度踏襲しているのだろうというところは

見てとれるわけなのですが、これは全く個人的な意見ですが、先ほど松澤委員か

ら１０年後の社会は分からないという話が出ていましたが、それは我々もある程

度、想像して見ていかないといけないのではないかと思っています。 

 ここに書いてあるのは板橋区の理想論ということですが、これに近付けていく

という前提条件の中で考えていくやり方をしないで、何も分からないから何もし

ないという方向にどんどん行ってしまうようなことだけは避けたいということも

あるので、こうしたものをつくっていただく。 

 その大前提に、このような区をつくっていきたい、このような子どもをつくっ

ていきたいという理想論を掲げるということでは、とても大事なことだと私自身

は思っています。 

 この最初にある「めざす人間像」や、「未来をになう人に必要とされる資質・

能力」といったようなところは、ベースに必ずあり、それを実現する方法論とい

ったところに、人それぞれの考え方、科目別ですとか、そうしたものへの苦心、

それから対応する子どもたちのそれぞれの多様性、そうしたものがあるので、や

り方自体は難しいのですが、めざすところはみんな一緒だというところだけは少

なくとも共通認識でということを、恐らくこれは教育委員会の中では共通認識な

のですが、１人でも多くの区民の方、特に親御さんなどを含めて、子どもももち

ろんそうなのですが、理解していただくということが大事で、このような良いも

のをつくったということを、いきなり見せても伝わりづらいと思うので、かみ砕

いて伝えられる、何が大事なのかを伝えられるような機会をもっと作っていける

と良いのではないかと個人的には感じました。 

 

教育総務課長  まだ計画の策定の途中ですが、最終的に完成した際には、区民の方に分かるよ

うな概要版が作れたら良いのではないかと思っています。一目で方向性が分かる

ようなものができればと思っています。それを、様々な機会、例えば、「身近な

教育委員会」等を行っていますので、そうした場面で周知をしていくということ

が、私たちの役割だと思っていますので、青木委員のおっしゃったとおり、周知

活動に努めていきたいと考えております。 

 

青 木 委 員  近年、住みたいまちというようなランキングなどの中で、子どもについての項

目がだんだん増えてきている気がしています。子どもが安心して住める、暮らせ

るといった項目です。 

 ですから、板橋区の中でも、教育委員会がもっと声を大にして、子どもたちが

安心して住めるまちというような視点、文化的な面などをどんどんアピールして

いけるように、アピールしていかないといけないだろうと思っていて、そのよう

な意味では、区に対しての信頼感、それから多くの人たちにもっと、板橋はやっ

ぱり良いと思ってもらえる１つのきっかけづくりになるのではないかと思いなが

ら、このプランを見ていました。 
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 ぜひ、今のお話などを実現していただけるとありがたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

教育総務課長  ありがとうございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 そのほか、いかがでしょうか。 

 

次 長  計画自体についてのお話ですが、まず、行政の計画の考え方について、資料の

４ページを見ていただくと、時間的なスパンですが、基本構想というものをまず

掲げて、その中であるべき姿を掲げて、次に基本計画というような形を作る。そ

の後に、アクションプランと言われますが、実施計画というものを作っていく。 

 この基本構想というものは、板橋区の場合、１０年後に据えていますが、自治

体によっては３０年後など長い期間を描いているところもあります。こちらを受

けた基本計画２０２５というものは、１０年間でどのようなことを進めていこう

かということを書いているところがあります。 

 それを受けて、教育側でも同じように、教育ビジョンというものが、この基本

計画に当たるものですが、１０年後のあるべき姿を描いて、教育施策を進めてい

こう。それから、その１０年間を大体３つのスパン、３年間くらいに分けて、こ

のアクションプラン、教育でいいますと学び支援プランというもので色々と規定

をしていこうということです。 

 それ以外のものについては、毎年予算を立てて、１年ごとに更新をしていくと

いったような形での、行政の基本的な計画の体系という形の中に埋め込まれてい

て、区全体の計画とほぼ同じように動くような形で、教育でもあわせて計画を作

っているということになります。 

 

上 野 委 員  非常に盛りだくさんだと思うので、先ほどの青木委員の話にもありましたが、

どこかで声が聞けるのかどうか。我々もそうだと思うのですが、これだけ盛りだ

くさんなので、優先順位が必要になってくるのではないかと思います。 

 それだけ、今の時代に伴っているのではないかと思いますし、それをジャッジ

するのは区民の声ではないかと思うので、そのような場を設けていただいて、予

算の組み方もあるとは思いますが、どうしても優先順位として求められるところ、

そこが反映できればありがたいのではないかと思います。 

 これだけの事業を一つ一つやっていくと、本当に大変で、人もお金も必要だと

思うのですが、どうしても人間ですから、今やってほしいというところの優先順

位をそれぞれ聞ける時間が必要なのではないかと思います。 

 

教 育 長  ありがとうございます。今回、進行管理事業とその他事業というように分けて

いただいたことで、とても見やすくなってきていると思っています。 

 それから、施策的には教育委員会というと、どうしても学校教育が当然のよう
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に優先的になるのですが、ここにあるように、人生１００年時代と言われて以来、

生涯学習、重点施策８の生涯学習社会へ向けた取組の充実というものがこれから

とても大事になってくる中で、教育委員会としては、ここにあるように中央図書

館が移転改築するということと、生涯学習センターが、この広い板橋区の中で２

カ所だけというのはどうなのかということ、これは先々の話ですが、この３年間

のアクションプランではなくて、そのようなことも合わせて考えていく必要が今

後出てくるのではないかと思っています。 

 それから、板橋の歴史ということでは、加賀の史跡公園というものも出ていま

すが、郷土資料館、赤塚地域を中心に、今、様々なことが行われてきているとい

うところで、最近のことも含めて、進捗状況をお伺いしたいと思います。これは

あえて載せていないと思うのですが、実はかなざわ講座ですとか、大学の様々な

講座なども非常に充実したものが行われているというようなところも、あれもこ

れもということになってしまうのでなかなか難しいのですが、その辺りも少し、

アピールしていく、「教育の板橋」といった広報紙などでも、積極的にアピール

していくということが必要なのではないかと思っています。 

 生涯学習課長から、その辺りの状況についてご説明いただけますでしょうか。 

 

生涯学習課長  赤塚地域の動きについて、概要をご説明させていただきますと、まず、旧粕谷

家住宅の一般公開が今年１月からスタートしております。また、美術館の改修を

現在行っておりまして、平成３１年６月のオープンをめざしているところです。

また、３１年度は赤塚植物園の隣接の農業公園が整備される予定です。 

 また、郷土資料館の展示リニューアル工事が来年始まります。３１年度は郷土

資料館の３０周年記念ですので、その辺りも予定として様々なイベントが重なっ

てまいります。 

 そのほか、区長部局のくらしと観光課において、シェアサイクルの検討を始め

ていることや、屋外案内標識を統一デザインにしていこうという計画の中で、整

備路線の候補として赤塚地域も挙がっているという状況もあり、区役所の中では

様々な動きがありますので、これを有機的につなぎ合わせて、スタンプラリーと

いうような提案をさせていただいているところでございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

教 育 長  では、お諮りします。 

 日程第一 議案第３５号については、原案のとおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

 

（異議なし） 
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教 育 長  では、そのように決定いたします。 

 

○報告事項 

１．平成３０年第三回定例会一般質問通告一覧表（教育委員会関係） 

（次－１・次長） 

２．文教児童委員会運営次第（３０・９・２８） 

（次－２・次長） 

３．子どもの貧困対策調査特別委員会運営次第（平成３０年１０月５日） 

（次－３・次長） 

教 育 長  それでは、報告事項を聴取します。報告１「平成３０年第三回定例会一般質問

通告一覧表」、報告２「文教児童委員会運営次第」、及び、報告３「子どもの貧

困対策調査特別委員会運営次第」について、一括して次長から報告願います。 

 

次 長  それでは、一括して報告させていただきます。 

 これは第三回定例会の前半の部分ということでございます。 

 後半は決算の委員会ということもありましたが、まず、一般質問のところです。 

「平成３０年第三回定例会一般質問通告一覧表」の資料をご覧ください。 

 まず、資料の１ページですが、１２人の議員から一般質問がございました。そ

のうち教育委員会に係る質問については９件でございました。９人の議員から質

問を受けたところでございます。 

 順次、説明をしていきたいと思いますが、はじめに、資料の２ページです。 

市民の南雲議員から、鑑賞者教育についてということで、専門家の指導を受け

ることを進めたら良いのではないかというような形でのご指摘がございました。 

 続いて、同じく資料の２ページ、市民の松島議員から、いくつか教育について

取り上げた中で、教員の働き方改革についてのご質問がございました。 

 今年度、モデル事業を実施しているが、内容や進捗について伺うというような

形でのご質問がございました。また、保護者等への理解促進が必要ではないです

かというような形でのご質問がございました。 

 これに対しまして、教職員の働き方改革は喫緊の課題であるとの認識のもと、

直ちに実施可能で、かつ先進事例から効果が大きいとされる事業について、現在

複数校で試行している。 

 具体的には、ＩＣカードを利用した在校時間管理事業、夜間における自動応答

機能付き電話の設置事業、事務室による経営支援校推進事業の３つの事業である。 

 これらの事業は、勤務時間適正化のための基本的な取組であり、すべての区立

学校・園で早期に実施できるよう、学校ほか関係者との調整及び効果検証に努め

ているとお答えしております。 

 それから、保護者等への理解促進についてのご質問に対しまして、今年５月に

開催した「身近な教育委員会」では、長時間勤務等の実態を紹介した。 

９月に発行した教育広報「教育の板橋」では、第一面において教員の働き方改
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革の必要性を広く周知した。 

 新たな教育課程への対応、より質の高い授業の実現のためには教員の働き方改

革が不可欠であり、今後も様々な機会を通じ、工夫を凝らして理解促進に努めて

いくとお答えしております。 

 それから、次のページです。 

 民主クラブの中妻議員から、教育についてというご質問がございました。 

 このうちの（１）夏休み・冬休みの宿題廃止についてとありますが、内容的に

は、ペーパーテスト型の宿題を廃止して、自らテーマを決めて、そのテーマや目

標をクリアできたかどうかをチェックするというような宿題にすべきであるとい

うご質問でございました。 

 これに対しまして、児童・生徒が長期休業等を活用し、自ら学習課題を決めて

取り組むことは、主体的に学習に取り組む態度を養うために大変重要である。 

 各学校では「図書館を使った調べる学習コンクール」や「いたばし自由研究作

品展」等を活用して、児童・生徒が自らテーマを設定し、追究する自由研究など

を実施している。 

 一方で、基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得・定着させるために、繰

り返し復習問題に取り組ませ、習熟を図る必要もあるとお答えしております。 

 次に、資料の６ページをご覧ください。 

 （６）小中学校体育館のエアコン導入についてのご質問がございました。 

 こちらにつきましては、公明党の小林議員、共産党のかなざき議員からも同じ

質問を受けているところでございます 

 これに対しまして、災害時には避難所となる区立小・中学校体育館に冷房機器

設置を求める声が高まっていることについては、認識している。 

 一方で、現在、小・中学校の普通教室及び特別教室に導入している空調機器が

耐用年数を迎えており、その更新が喫緊の課題となっている。 

 既存空調機器の更新、体育館への冷房機器設置は、いずれも多額の経費を要す

ることから、まず、既存の空調機器の更新を最優先に取り組み、体育館の冷房化

については、その後の検討課題としたいとお答えしております。 

 続いて、教育科学館についてのご質問もございました。 

 教育科学館の改修方針について、それからプラネタリウムの改修と活用方法に

ついてもご質問がございました。 

 まず、改修の方針についてのご質問に対しまして、昭和６３年に設置された教

育科学館は、築後３０年を経過し、施設の老朽化が進んでいる状況である。 

施設の改修と展示設備の充実については、公共施設全体の在り方や財政状況を

鑑みながら、区民が誇れる教育科学館となるよう、遅滞なく検討していくとお答

えしております。 

 それから、プラネタリウムの改修と活用方法についてのご質問に対しまして、

現時点では、老朽化対応に備えて、他自治体や民間施設における導入機器や運用

方法について、ヒアリング等を進めているところである。 

 老朽化対応する場合は、ご提案のような新しい投影技術や、プラネタリウム以
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外でも活用できる方法も含め、教育科学館の役割を踏まえた検討を進めていくと

お答えしております。 

 続いて、資料の７ページ、自民党の間中議員から、中央図書館についてのご質

問がございました。 

 中央図書館区民懇談会の運営についてのご質問と、新中央図書館における障が

い者サービスについてのご質問がございました。 

 区民懇談会の運営についてのご質問に対しまして、区民懇談会は、学識経験者

のほか、学校関係者、公募区民等を委員とし、利用者の視点から図書館に期待す

るサービス等について、意見を伺うことを目的としている。 

新しい中央図書館の改築や地域図書館の新たな展開について検討を進めるにあ

たり、区民懇談会を貴重な区民との協働と捉え、生かしていくとお答えしており

ます。 

 また、新中央図書館における障がい者サービスについてのご質問に対しまして、

現在、区立図書館では、視覚障がい者の方を対象に点字、録音図書の提供のほか、

宅配サービスや、対面朗読サービスを実施している。 

 新しい中央図書館での障がい者サービスについては、宅配・郵送サービスの対

象者の拡大や、デジタル録音図書の提供など、利用対象や資料の充実を検討して

いるとお答えしております。 

 続いて、資料の８ページをご覧ください。自民党の中村議員から、学校におけ

る部活動の在り方についてのご質問がございました。 

 部活動の教育上の位置付けと役割についてのご質問がございましたが、教員の

働き方改革と部活動についてのご質問に対しまして、本区では、「区立中学校部

活動の在り方に関する方針」を定め、部活動の１日の活動時間や週あたりの活動

日数等の基準を示している。 

各中学校では、教員と部活動指導補助員が連携し、生徒に専門性の高い指導を

提供するとともに、教員の負担軽減を図っている。 

 また、部活動における教育の質の担保についてのご質問もございまして、これ

に対しまして、部活動の技術的指導の充実と部活動の活性化のために、各中学校

の実態に応じて大学等と連携して、部活動指導の充実を図っている。 

 活動指導補助員や学生ボランティアには、交通費等を含めた謝礼金を支払って

おり、指導の実績について、証明書や感謝状等の発行についても検討していく。 

 今後、大学や板橋区体育協会等との連携をさらに充実させ、協力体制を構築し、

質の高い部活動となるよう努めていくとお答えしております。 

 資料の９ページをご覧ください。 

 公明党のかいべ議員から、医療的ケア児について、その受入れについてはどう

なっているのかというようなご質問もございました。 

 続いて、公明党の小林議員から、不登校と大人のひきこもりについてのご質問

の中で、まず、不登校の実情についてのご質問がございました後に、小学校で不

登校児童が増えた理由についてのご質問がございました。 

 これに対しまして、不登校の背景には、本人や家庭、学校に係る様々な要因が
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複雑に絡み合っている。 

小学校の不登校の要因としては、「家庭に係る状況」が最も多く、次いで友人

関係や学力となっている。 

小学生にとっては、生活環境の急激な変化や、親子関係の問題は、非常に大き

な要因であると認識しているとお答えしております。 

 また、フレンドセンターの改善についてのご質問がございました。 

これに対しまして、現在、より多くの児童・生徒が通級できるように、様々な

改革を進めているところであるが、区民からのご指摘を受け、保護者の声にも丁

寧に対応するよう、職員を指導しているところである。 

 さらに、区内の通いやすい場所に、フレンドセンターとは別に居場所の設置を

検討するなど、さらなる改善をしていくとお答えしております。 

 次のページでございます。 

 共産党のかなざき議員から、より豊かな教育環境への改善を求めてというご質

問がございまして、まず、日本語教室の充実についてです。 

 日本語教室について、９月以降の教員増配置について、それから日本語学級の

増配置についてというご質問がございまして、９月以降の教員増配置についての

ご質問に対しまして、制度上、年度途中における増員はできない仕組みであると

お答えしております。 

 また、日本語学級の増設置についてのご質問に対しまして、２３区の中で日本

語学級は、小学校は１１区に１６校、中学校は５区に７校設置されているが、板

橋区の設置校数は小学校、中学校いずれも最も多い状況である。 

具体的に、板橋区の設置状況としましては、小学校で３校、中学校で２校とな

っているところでございます。 

 また、日本語学級の年度当初の児童・生徒数は、日本語学級の定員を超えてい

ないため、現時点では日本語学級の増設置は考えていないが、日本語初期指導の

新たな仕組みを検討しているとお答えしております。 

 続いて次のページ、基礎的な日本語が身に付く仕組みについてご質問がござい

ました。 

 これに対しまして、日本語が全く話せない児童・生徒に対して、学校での生活

が困らない程度の日本語を早期に身に付けることの必要性については、区立学校

の教員からも要望が出ている。 

 日本語を早期に身に付けるための初期指導については、いくつかの自治体で実

施されており、新宿区を視察するなど、具体的な検討を深めているところである

とお答えしております。 

 また、子どもたちの発達保障に立った対応についてということで、日本語学級

と併せて特別支援教室にも通えるようにしてほしいというような内容のご質問で

ございました。 

 これに対しまして、日本語学級と特別支援教室を併せて通うことについては、

個々の状況によって対応している。 

ただし、児童・生徒がいくつもの指導を受けることで、困惑しないようにし、
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通級している間の、通常の学級における授業に遅れが生じないよう、配慮が必要

と考えている。 

 今後も、児童・生徒のそれぞれの課題に対応し、個々に寄り添った指導を継続

していくとお答えしております。 

 一般質問につきましては、雑駁ですが以上です。 

その他、ご覧いただければと思っております。 

 

 続いて、９月２８日開催の文教児童委員会のご報告をさせていただきます。 

 「文教児童委員会運営次第」の資料の１ページをご覧ください。 

 まず、「次第」でございます。 

 議会開会中の文教児童委員会でございましたので、議案の審査がございました。 

 ５、議案審査の中で、議案第７１号、東京都板橋区立少年自然の家条例の一部

を改正する条例ということで、条例の名称のほか、キャンプの施設の更新に伴い、

条例を改正するものでございまして、賛成多数で原案どおり可決されました。 

 それから、議案第７９号、東京都板橋区高校生等の医療費助成条例ということ

で、これは議員提出の議案でございましたが、高校生年代の生徒に対しても医療

費助成を行って、医療費を無料にするといったことを提案している条例でござい

ました。こちらにつきましては、審議の結果、反対多数で原案は否決されている

ところでございます。 

 それから、６、報告事項につきましては、（１）専決処分の報告についてとい

うことで、いたばし放課後子ども教室事業における損害賠償請求控訴事件の和解

の決定ということで報告させていただきました。 

 それから、（４）「いたばし学び支援プラン２０２１」の策定における中間の

まとめについてということで報告させていただいたところでございます。 

 資料の８ページをご覧ください。 

 いくつかご意見を伺ったところについては、先ほどの「いたばし学び支援プラ

ン２０２１」の素案にも反映させていただいているところでございますが、まず、

自民党の川口議員から、コミュニティ・スクール導入１０校各校の現在の具体的

な状況について、伺いたいとのご質問がございました。 

 平成３２年度の全校実施に向けて、準備を進めているとお答えしております。 

 それから、資料の９ページ、公明党の小林議員から、フィードバック学習方式

は、今後どうなるのかというご質問がございました。 

これに対しまして、今後は、東京都の平均値に追いつくため、フィードバック

学習教材を残しつつ、東京都が実施している東京ベーシックドリルをあわせて活

用し、板橋区の子どもたちに更なる学力を向上させていくために、読み解く力を

育成していきたいと考えているとお答えしております。 

 また、家庭教育支援チームは、区として今後どういうふうに進めていくのかと

いうご質問がございました。 

これに対しまして、現行の仕組みと重複しないように、主任児童委員等を中心

に、２チームを発足させる準備を進めているとお答えしております。 
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 次のページです。 

 民主クラブの高沢議員から、全体のバランスからみて、生涯学習が少ないので

はないか。グリーンカレッジ、区内大学との連携、学校の施設開放なども目に見

える形で載せるべきではないかといったご指摘を受けたところでございます。 

 次のページです。 

共産党の竹内議員から、いくつかご質問がございまして、２つ目の丸印です。 

 「魅力ある学校づくりプラン」との関係性がわかるようにしていただきたい。 

 また、「子どもの貧困」では何をめざすのかがよくわからない。 

 さらに、スクールソーシャルワーカーは、子どもの貧困に記載がなく、不登校

等にしか記載がない。課題と施策の方向を整理するべきではないかといったご指

摘を受けたところでございます。 

 これに対しまして、今回、素案には載せさせていただいているところでござい

ます。 

 最後に、資料の１６ページをご覧ください。 

 ６、文教児童委員会関係補正予算概要について、今回、ブロック塀の改修につ

いて、フレンドセンターのブロック塀の改修ということで２，２７２万４，００

０円、それから私立幼稚園の施設型給付費等の国費等の支出金の返還に要する経

費ということで１，６７６万４，０００円の補正予算を計上したところでござい

ますが、原案のとおりということでご説明させていただいたところでございます。 

 ブロック塀の工事の進捗状況でございますが、緊急に点検したところ、フレン

ドセンターをはじめ、３１施設で対応が必要だとされたところでございますが、

１０月末の時点におきまして、１６校においては既に工事が完了しております。 

 現在、工事中が１０校、起工の準備を進めているのが５校という状況になって

おりまして、年度内に全ての工事を完了するということで進めているところでご

ざいます。 

 

 続きまして、１０月５日開催の子どもの貧困対策調査特別委員会について、ご

報告申し上げます。 

 「子どもの貧困対策調査特別委員会運営次第」の資料をご覧ください。 

資料の１ページに、当日の次第を記載してございます。 

 まず、報告事項として、児童相談所設置に向けた検討状況についてということ

で報告があった後、議題として、「いたばし子ども夢つむぐプロジェクト（子ど

もの貧困対策）」の平成２９年度実績報告について、それから、子どもの居場所

ネットワーク推進事業の進捗状況及びひとり親臨時相談窓口実施結果についてと

いうことで報告をしたところでございます。 

 質疑について簡単に報告させていただきたいと思います。 

 資料の２ページをご覧ください。 

 まず、自民党の元山議員から、３つ目の丸印ですが、北区では、区の施設で全

ての中学生を対象に短期留学をイメージした英語事業を実施している。板橋区で

も、全ての小・中学生が英語に触れる機会をつくるべきと考えるがいかがかとい
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うご質問がございました。 

これに対しまして、英語村事業については、区内の小・中学生を対象に実施し

ている。 

 小学生コースについては応募が多く、中学生レベルアップコースは定員に満た

ない状況である。コースづくりについては、今後、検討していくとお答えしてお

ります。 

 続いて、資料の３ページです。 

 公明党のしば議員から、３つ目の丸印ですが、学びｉプレイスやまなぶーすと

フレンドセンターとの連携について伺いたいということでご質問がございました。 

 これに対しまして、中高生勉強会、学びｉプレイスとフレンドセンターとの連

携については、教育支援センターと連絡調整しつつ、対応している体制が整って

いるとお答えしております。 

 また、まなぶーすとの関係ですが、こちらについてはスクールソーシャルワー

カーを通じて、まなぶーすを案内してもらっている。また、学校の先生からの紹

介など、教育委員会と連携しているとお答えしております。 

 資料の４ページ、２つ目の丸印ですが、小学生の不登校数が伸びており、連携

を強化し、サポートする必要があると考えるがいかがかというご質問がございま

した。 

 これに対しまして、フレンドセンターが家以外の場所に居場所となるように、

私服での通級や、登校時間をいつでもいいようにする等、学校の色をなくす改革

を行っている。また、小学生については、フレンドセンターの通級には保護者の

付添いを原則としていたが、今年９月からは１人でも通級できるよう改正してい

る。今後も保護者や子どもの声を聞き、通ってもらえる取組をしていくとお答え

しております。 

 続いて、資料の５ページ、自民党の間中議員から、区立小学校のむし歯の検診

について、成育関係を示す重要な指標として、情報をまとめてデータ化し、活用

しているのかとのご質問がございました。 

 一般質問の中でも、自民党の中村議員がこの歯科検診の結果の活用について、

ご質問されたところでございます。 

 これに対しまして、結果については、学校と情報共有しているとお答えしてお

ります。 

 続いて、次のページです。 

 公明党の小林議員から、不登校の原因として、家庭に係る状況が多いと聞くが、

今後の家庭教育の対策を伺いたいとのご質問がございましたが、一般質問でもこ

の不登校の対策について、小林議員からはご質問がございました。 

 これに対しまして、平成２９年度の不登校の小学生の数は多くなっており、大

変な問題と認識している。不登校の問題には、家庭、本人、学校、友人関係など

多くの要素が複雑に絡み合っている。板橋区の特徴としては、家庭に係る状況が

一番多い。小学校では、ＰＴＡが家庭教育学級を各校で実施し、各校の実態に応

じて、テーマを選択している。保護者会や個別の案件で、生活指導で解決するサ
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ポートチームを立ち上げ、個別の支援を行うことが大事だと考えているとお答え

しております。 

 それから、次のページです。 

 公明党のなんば議員から、これも不登校の関係ですが、特例校にチャレンジし

てはいかがか。今後の不登校の取組について伺いたいとのご質問がございました。 

 これに対しまして、不登校対策については、まなぽーとや学びｉプレイス、フ

レンドセンターなどの機関がある。医療的なケアが必要な子どもに対しては、区

内にケアする場もあるので、子どもたちの状況に応じた場所をたくさん作ること

が大事だと考えている。公的な場所だけでなく、区内にはフリースクールもある

ので、子どもの状況にあわせて提示することが大事である。不登校の特例校は、

設置することが大前提にあり、大きなハードルである。 

 今年度、東京都に不登校対策担当課長が新たに設置され、専門的に取り組む姿

勢がとられている。総合的に不登校対策を検討し、「学び支援プラン２０２１」

に位置付け、確実に取り組んでいける計画を作成するとお答えしております。 

 以上、３つの報告をさせていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

青 木 委 員  最初の区議会定例会の報告のうち、教育科学館の質問の中で、最後にＶＲとい

うような答弁があったと思うのですが、これはお金がかかるので、なかなか難し

いお話になるのかと思っております。その前段階で、もう少しシンプルにやれる

ような、拡張現実、ＡＲと言われている技術は既に入れられているのかというと

ころをお聞きしたいと思いまして、例えば、スマートフォンやタブレットをお持

ちの方も多いので、それを展示物にかざすと、展示物に対しての説明や文字情報

が、そのスマートフォンやタブレットにやってくるような仕掛けづくりというも

のがあって、スマートフォンやタブレットをかざすと、情報が全て入ってくると

いうような、これは割とお金もかからずに簡単にできる仕組みなので、負担なく

できるのかなと思ったときに、この質問については、私の推測ですが、ＶＲとい

う大掛かりな取組だけではなくて、何にそれが必要なのかという、そもそも論が

結構入ってしまうので、教育科学館としての価値を上げるためには、情報提供と

いうところの優先順位が高いのではないかと思ったときに、そうしたものは既に

導入されているのかということが頭の中に浮かびましたので、その辺りをご存じ

でしたら、お聞かせ願いたいと思います。 

 

生涯学習課長  現在の教育科学館の中では、ＡＲを使ったような展示はされてない状況でござ

います。今後、優先順位を考えると、プラネタリウムの老朽化が激しいのでそこ

から検討していくことになりますが、展示内容につきましては、その最新技術も

含めた形で検討を深めていくという形になろうかと思います。 
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青 木 委 員  ありがとうございます。説明員の数なども十分ではないような気がするので、

そのような新しい技術も活用していくことで利用度を上げるというやり方もあろ

うかという気がしていますので、ぜひ、ご検討よろしくお願いいたします。 

 

生涯学習課長  分かりました。 

 

教 育 長  そのほか、いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 

（はい） 

 

○報告事項 

４．人事情報（都費職員・平成３０年１０月分） 

（指－１・指導室） 

      （区費職員・平成３０年１０月分） 

（総－１・教育総務課） 

教 育 長  それでは、報告４「人事情報」について、初めに都費職員について指導室長か

ら、続いて、区費職員について教育総務課長から報告願います。 

 

指 導 室 長  資料「指－１」をご覧ください。 

 まず、１、正規職員についてです。 

 １０月末の教職員数は、括弧内の休職者などを含めて、総勢１，８５１人です。 

 先月と比較しまして、３名減となっております。 

 内訳ですが、小学校の教員が２名で、１名が病気のため、１名が意欲減退とい

うことで退職されています。 

 また、小学校の栄養士が１名で、体調不良ということで退職されています。 

 ２、期限付任用教員ですが、こちらは９月末に比べまして、１名増となってお

ります。 

 以上でございます。 

 

教育総務課長  続きまして、区費職員について、「総－１」の資料をご覧ください。 

 最初に、一般職員・再任用職員・再雇用職員、平成３０年１０月３１日現在の

職員数です。 

 表の末尾の合計欄です。今月末、１５７人で、前月から１名減になります。 

 減の理由ですが、高島第五小学校の再任用短時間の用務職員が、１０月１８日

付で体調不良ということで退職されています。 

 続きまして、資料の２ページ、非常勤職員の状況です。 

 表の末尾の合計欄です。当月、７９２人は、先月から２名減になります。 

 内訳は、まず、中段の学習指導講師が２名減。また、中段から下の方です。ス

クールソーシャルワーカーが１名減。一方で、学校栄養士が１名増となりまして、
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都合２名減となります。 

 説明は以上です。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 私からですが、今年度の教員採用選考のうち、小学校の採用選考の倍率が、非

常に落ち込んでいるということですが、ご説明いただければと思います。 

 

指 導 室 長  今年度、１０月の第２週に結果発表がございまして、来春、平成３１年４月採

用の合格者数が出ました。 

 小学校について特に問題になるところですが、合計の合格者数は２，７３０人

です。今年度比で３０８名増となっております。 

 中学校については合計の合格者数は１，６９３人です。今年度比で１９９名増

となっております。 

 ここで問題になってくるのが倍率です。小学校については、昨年度が２．７倍

の倍率があったのですが、今年度については１．８倍ということで、２倍を大き

く割り込んでいるというような数字になっております。 

 東京都におきまして、現在、教員が足りない理由としましては、見込み以上に

退職された方が多かったこと。また、非常勤を希望された方が少なかったこと。

そして、東京都で進めております特別支援教室について、平成３０年度が期限で

したので、その設置に駆け込んできたために教員が足りないということが現状と

してありました。そうしたことを踏まえて、来年度はそうしたことがないように

ということで、東京都で大量の採用、すなわち今年度の合格者を出しております。 

 当然、一般的には倍率が３倍を切ると質的な問題が出てくると言われておりま

すので、今年度の１．８倍という結果につきましては十分注意しながら、来年度

の教員につきましては、昨日、人事ヒアリングがございましたので、東京都に対

しましては、板橋区には初任者ではなく、できるだけ２地区目、３地区目を経験

している教員を異動対象とするように、板橋区に異動できるようにご配慮いただ

きたいという旨を申し添えてきました。 

 以上でございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。それに関連してなのですが、ここ数年、１２０名以上

の新規採用教員が入ってきている状況があります。来年度は、今のお話の流れか

らすると、かなり増えてくる見込みだと思います。さらに、先ほどの１．８倍と

いう倍率で考えると、初任者研修、すなわち初任者の指導というものが非常に重

要になってくると思いますので、教育支援センターでは、これまで行ってきた研

修の見直しを図っていくことも含めた育成をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○報告事項 

５．平成３１年度周年行事日程について 

（総－２・教育総務課） 
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教 育 長  それでは、報告５「平成３１年度周年行事日程」について、教育総務課長から

報告願います。 

 

教育総務課長  資料「総－２」をご覧ください。 

 平成３１年度周年行事日程でございます。 

 本年度の周年行事の開催につきましては、まだ中ほどということになりますが、

ご協力ありがとうございます。 

 来年度の周年校につきましては、対象校が４校になります。このたび、調整が

整いましたので、記載のとおり、日程をお知らせするものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

教 育 長  よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

○報告事項 

６．平成３０年特別区人事委員会勧告の概要について 

（総－３・教育総務課） 

教 育 長  それでは、報告６「特別区人事委員会勧告の概要」について、教育総務課長か

ら報告願います。 

 

教育総務課長  資料「総－３」をご覧ください。 

 平成３０年特別区人事委員会勧告の概要についてです。 

 去る平成３０年１０月１０日、各特別区の議会及び区長に対し、職員の給与、

人事制度等について勧告及び報告を行いました。 

 本年の勧告のポイントについてです。記載のとおり、２つあります。 

 １つ目が、月例給の引下げです。公民較差９，６７１円、２．４６％を解消す

るため、給料表を減額の改定をいたします。 

 ２つ目が、特別給である期末手当・勤勉手当の引上げです。 

 年間の支給月数を０．１月引き上げ、現行の４．５月を４．６月にするもので

す。支給月数の引上げ分については、民間の状況等を考慮し、勤勉手当、すなわ

ち勤務成績に応じて支給される部分ですが、こちらに割り振ることとされました。 

 以上の改定による影響ですが、職員の平均年間給与は約１２万３，０００円の

減額となります。 

 以下、詳細は、資料の１ページから２ページの「職員の給与に関する報告・勧

告」のⅠ、公民比較の結果及びⅡ、改定の内容に記してございます。 

 資料の２ページ目をお開きいただきます。 

 中ほどの３、実施時期等ですが、改正条例の公布の日の属する月の翌月の初日

から実施することになります。 

 同じページの中ほど、（参考）にありますとおり、これらの月例給、特別給の
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引下げにより、職員の平均年間給与は、改定前約６５５万９，０００円から、改

定後約６４３万６，０００円となり、約１２万３，０００円の減額となります。 

 以上が、本年の勧告の要点でございます。 

 その他、資料の２ページの下段からは、人事・給与制度、勤務環境の整備等に

関する意見についても記されております。 

 教育委員会としましては、区立幼稚園に配置している１０名の幼稚園教育職員

に関する人事委員会勧告の対応が必要となります。 

 現在、職員団体等との交渉が始まっていますが、妥結後、直ちに条例の改正手

続に入り、区議会の議決後、給与に反映していく予定です。 

 雑駁ですが、説明は以上になります。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

○報告事項 

７．入学予定校変更希望制における応募状況について 

（学－１・学務課） 

教 育 長  それでは、報告７「入学予定校変更希望制における応募状況」について、学務

課長から報告願います。 

 

学 務 課 長  「学－１」の資料をご覧いただきたいと思います。 

 今年度の入学予定校変更希望制における応募状況がまとまりましたので、ご報

告いたします。 

 １、実施状況です。 

 （１）受付期間は、小学校、中学校とも、９月３日から２８日までの約１カ月

間です。 

 続いて、（２）変更希望者数ですが、小学校は５３３人で、割合は昨年度から

下がりまして、１２．６％でした。 

 中学校は７７４人で、こちらも昨年度から下がりまして、２０．６％でした。 

 入学予定校変更希望制の前の制度であります学校選択制における変更率のピー

クですが、小学校は平成２２年度の２５．１％、また、中学校は平成２０年度の

２８．７％でございます。 

 入学予定校変更希望制の実施によりまして変更率が下がっていますので、通学

区域校への就学率が高まっていると考えております。 

 続いて、２、抽選の実施です。 

 小学校については、１０月１６日に公開抽選を実施いたしました。 

 対象校は記載の３校です。昨年は８校でございました。 

 中学校については、１１月１２日に公開抽選を実施いたします。 



24 

 対象校は記載の４校です。昨年も４校でございました。 

 続いて、３、今後のスケジュールです。 

 １１月１日から３０日まで、就学時健康診断を実施いたします。１月上旬に入

学通知書を保護者宛てに発送いたします。 

 また、抽選に外れた方の補欠登録期間ですが、小学校は１月３１日まで、中学

校は２月２０日までとなっております。この期間内に私立学校等への入学者が出

た場合に、補欠の順位に従って、順次、繰上げ当選となります。 

 続いて、資料の２ページの別表１をご覧ください。 

 こちらは小学校の応募状況の一覧となっております。 

 表の見方をご説明しますと、学校名に網掛けをしておりまして、例えば１番、

志村小学校が抽選校ということでございます。 

 また、受入可能数の列に網掛けをしております適用除外校につきましては、９

校ですが、適用除外校は通学区域内の児童で学校の受入可能数がいっぱいになる

ため、通学区域外からの受入れを制限する学校となります。 

 昨年度も９校でした。 

 また、希望者数の列に網掛けをしておりまして、例えば１５番、志村坂下小学

校は抽選を行いませんが、受入可能数を既に超えているため、この後は通学区域

外の児童を受け入れないという学校になります。 

 また、希望者数の内訳を通学区域内と区域外に分けて表示をしています。 

 表の一番右側の列が通学区域内の住民登録者数を表しています。 

 小学校で１点だけ補足をいたしますと、１５番、志村坂下小学校をご覧いただ

きたいと思います。 

 当初、受入可能数は３クラスで９８人を想定しておりました。今回、希望者数

が１１４人ですので、本来であれば抽選を行うということになりますが、学校と

協議をした結果、３年生で３クラスになれば、学校運営上の問題はないというこ

とで、１年生は４クラスということにして１１４人を受け入れるという判断をし

ていただいております。 

 最後に、資料の４ページをご覧いただきたいと思います。 

 別表２は中学校の応募状況となっています。 

 抽選校は学校名に網掛けをしております４校です。また、中学校には適用除外

校はありません。 

 表をご覧いただきますと、抽選校の４校以外においても、希望者数が受入可能

数を超えている学校が相当数あります。 

 しかし、例年、私立中学校等に行かれる方が多くいらっしゃいますので、そう

した例年の傾向を踏まえまして、その分を差し引いて、実質的には受入可能であ

ると見込み、抽選は行わないものとしております。 

 参考に、私立中学校等に入学する生徒の割合ですが、平成２９年度入学では２

１．２５％、３０年度入学では１９．３４％ということで、例年２割前後という

状況になっております。 

 ご説明は以上でございます。 



25 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

松 澤 委 員  中学校についてですが、私立中学校に入学する生徒の割合というのは、年々増

加しているのか、減少しているのかを教えてください。また、先ほど志村坂下小

学校のお話がありましたが、３年生のときにクラスが減るということもそうなの

ですが、ほかの学年との兼ね合いというものもあるかと思うので、その辺りにつ

いてのお話を聞かせていただければと思います。 

 

学 務 課 長  まずは私立中学校の入学ですが、ここ５年で見ていきますと、例年２０％を割

るくらいという状況です。例えば平成２６年度入学が１９．６９％、２７年度が

１９．７３％、２８年度が１９．８６％、昨年度が２１．２５％、今年度が１９．

３４％ということで、ほぼ横ばいというところでございます。 

 志村坂下小学校についてですが、確かに１年生４クラス、その後、３年生で３

クラスということもありますが、総合的に６学年を見て、学校運営に支障がない

という総合的な判断をしていただいたうえでの学校の判断ということでございま

す。 

 

教 育 長  志村小学校について、受入可能数が６５人、そして、希望者数の内訳で、通学

区域内で６８人、通学区域外で３人となっていますが、これが抽選になるという

のはどのような状況なのでしょうか。 

 

学 務 課 長  実質６８人の方は通学区域内ですので、その方は当然志村小学校に通学してい

ただくということになります。残り通学区域外の３人の方を補欠の順番を決める

ための抽選を行いまして、私立小学校入学等が多ければ繰り上がっていくことに

なりますし、いなければ繰り上がらないで補欠のままという可能性があるという

ことでございます。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 

高 野 委 員  今年度についてはこれで良いと思うのですが、今後、この入学予定校変更希望

制ということについて、学びのエリアとの関係でどうなっていくのでしょうか。 

 来年度からは影響が出るのではないかと思うのですが、見通しがありましたら

教えていただければと思います。 

 

学 務 課 長  学びのエリアを生かした小中一貫教育につきましては、２０２０年度からの本

格実施という流れでございます。そうした中、入学予定校変更希望制で、小学校

と中学校の学区域が異なりますので、小学校から同じ学びのエリアの中学校に行

きたいといったときにも、学区域が異なるというケースがございます。 

 そうした場合、学びのエリアと関係ない、ほかの地域から来た方と同じ土俵で
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抽選をするというのは小中一貫教育の流れからすると、少し異なると考えており

ますので、学びのエリアの学校で小学校から中学校に上がる場合には、少し優先

的な配慮が必要なのではないかということで、具体的に検討しているところでご

ざいます。来年度の入学予定校変更希望制実施前には、教育委員会にもお諮りし

て、学びのエリアを生かした小中一貫教育という考え方の具体化に向けて制度を

整備していきたいと考えております。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 

○報告事項 

８．平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果と分析について 

（指－２・指導室） 

教 育 長  それでは、報告８「平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果と分析」につ

いて、指導室長から報告願います。 

 

指 導 室 長  資料「指－２」をご覧ください。 

 平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果と分析についてご報告いたします。 

 資料の２ページ目、目次のところをご覧ください。 

 本報告書は、Ⅰ、平成３０年度全国学力・学習状況調査の概要から始まりまし

て、５つの部で構成されております。 

 初めに、全国学力・学習状況調査の概要についてです。 

 報告書の２ページをご覧ください。 

 国語、算数・数学、理科における平均正答率は、小学校は、国語Ａ・Ｂ、算数

Ａ・Ｂ、中学校は、国語Ｂ、数学Ａ・Ｂが全国平均値を上回りました。 

 無回答率は、いまだ小学校の国語Ｂ、算数Ａ、理科、中学校の国語Ａが全国平

均値よりも高いものの、半数以上は全国平均値よりも低い状況になり、改善は進

んでおります。 

 これらのことから、いたばし学び支援プラン２０１８に掲げてきました全国学

力・学習状況調査の平均正答率を全国と同等にするという目標はほぼ達成したと

考えております。 

 次に、報告書の３ページから７ページをご覧ください。 

 こちらが正答数の分布になっております。 

 小学校は、国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂ、中学校は、国語Ｂ、数学Ａが全国平均を

上回りました。 

 報告書の５ページをご覧ください。 

 中央値につきましては、全国と同等のものが非常に多く、上回ったものは小学

校の算数Ｂのみでした。これらのことから、いわゆるＣ層、Ｄ層の児童・生徒へ

の個に応じた指導を一層充実させ、基礎学力の定着を図る必要があると考えてい

ます。 

 次に、報告書の８ページから１７ページをご覧ください。 
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平均正答率が最も低い問題について載せてあります。 

 また、報告書の１８ページから３０ページには、無回答率が高い問題について、

報告書の４４ページの３にはその特徴をまとめてあります。 

 報告書の４４ページをご覧ください。 

 ３、各教科の結果の特徴についてです。例えば、１、文の順序や主語と述語の

照応等を考えて読み取り、適切な文を書く力。 

 ２、複数の資料から必要な情報を読み取り、整理し、筋道を立てて考え、説明

する力。 

 ３、文章の内容を踏まえて、自分の考えを書いたり、複数の条件に合わせて、

７０から１２０字程度で記述して説明したりする力。 

 ４、理科においては、実験や観察結果を分析・考察し、既存の知識と結び付け

て判断し説明する力などが、正答率が低い問題から導き出してきた課題でござい

ます。 

 これらのことから、報告書の４５ページの上部にございます破線四角囲みに示

すような取組を、授業革新、家庭学習、放課後補充教室、長期休業中の課題等に

おいて、学校全体で組織的に計画して推進する必要があると考えております。 

 続いて、報告書の３１ページから３８ページには、児童・生徒への質問紙に関

する調査結果と正答率との関係性について述べてあります。 

 生活習慣、自己有用感、学習習慣、社会に関する調査、家庭学習、規範意識、

板橋区授業スタンダードと関連付けた学習の取組、地域との関わりについて分析

しました。 

 報告書の４５ページをご覧ください。 

 ４５ページの４に、それらのことを各教科の平均正答率と相関関係が高い非認

知スキルとしてまとめてあります。 

 今後の取組としましては、同じく破線四角囲みに示すように、家庭学習や読書

に親しむ習慣づくり、学校のきまりや学習規律の徹底、主体的な学習に取り組む

態度の育成、自分のよさを実感できる働き掛け、地域との関わりを持つ機会の設

定等を推進していく必要があります。 

 次に、報告書の３９ページから４２ページまでが、学校質問紙の調査結果につ

いてです。 

 本区の施策等と関連のある児童・生徒の状況、学校の取組、家庭学習、小中一

貫教育、コミュニティ・スクールについて分析しました。 

 まとめたものが報告書の４５ページから４６ページにわたり、各教科の平均正

答率と相関関係が高い特徴としてまとめてあります。 

 肯定的な割合が高かった項目は、ＩＣＴの活用、家庭学習、コミュニティ・ス

クールに向けた取組です。 

 特にＩＣＴの活用状況につきましては、週に１回以上、授業で活用した割合は、

小学校で９８％、中学校で１００％と、全国や東京都と比較して非常に高い結果

でした。 

 一方、課題がある項目としましては、学習規律の定着、言語活動の取組、小中
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一貫教育に向けた取組です。中でも言語活動につきましては、学校全体で言語活

動について、各教科で取り組んでいる割合は低い傾向でした。今後、全教科等で

自分の言葉で表現させるような授業革新を進めていく必要があります。 

 また、学力調査の分析結果について、近隣の小・中学校との情報の共有をして

いる割合は低い傾向でした。今後、学びのエリアの小・中学校での情報共有を行

い、９年間をとおした学力の定着、向上に向けた取組を推進していく必要があり

ます。 

 最後に、報告書の４７ページから４８ページをご覧ください。 

 平成２９年度と比較して、平均正答率が向上した学校の取組をまとめてありま

す。これらの学校の共通点としましては、管理職のリーダーシップ、全教職員の

共通理解に基づく組織的な取組、板橋区授業スタンダードの徹底、家庭学習の充

実、読書などがあります。 

 区教育委員会といたしましては、本資料を活用し、学力・学習状況調査の結果

を分析し、学力向上に向けて、学びのエリア及び各学校の取組を一層推進してい

くよう、各学校へ指導・助言してまいります。 

 以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

教 育 長  全国学力・学習状況調査の区の分析はもちろんですが、恐らく各学校でも、学

校だより等を見ると分析がされていると思うのですが、最後の部分、何をするの

かということを学校として考えるものと、区として押していくものというところ

は、校長会等でぜひともご指導いただくとともに、教育委員会訪問等で、先生方

にもお伝えいただくようお願いしたいと思います。 

 

○報告事項 

９．平成３０年度板橋区中学生海外派遣事業の実施報告について 

（指－３・指導室） 

教 育 長  それでは、報告９「平成３０年度板橋区中学生海外派遣事業の実施報告」につ

いて、指導室長から報告願います。 

 

指 導 室 長  資料「指－３」をご覧ください。 

 なお、資料「指－３」につきましては概要版になっております。 

 報告書をご用意させていただいておりますので、そちらをご覧いただければと

思います。 

 本事業の目標ですが、派遣生徒が外国における異文化交流やホームステイ体験

などをとおして、グローバル化や英語学習への意欲を高め、自らの優れた能力や
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英語力を大きく伸ばす機会として、国際感覚を身に付けた、将来の板橋区を担う

人材の育成を図ることを目的としております。 

 本事業は平成２９年度から実施し、２回目となる今年度の活動を報告書にまと

めましたので、教育委員会へ報告いたします。 

 今年度、派遣期間は８月２６日から９月１日までの７日間、派遣先は、昨年度

同様にマレーシアでございます。 

 報告書の５ページをご覧ください。 

 各区立中学校より生徒１名を選出し、報告書のとおり生徒が参加いたしました。 

 希望者は７４名あり、２２名の参加でしたので、倍率は約２．９７倍でござい

ました。昨年度の倍率４．３倍より低くなったのは、応募資格に英検３級という

ことを明確に位置付けましたので、その結果と考えております。 

 報告書の６ページには、事前研修会４回分が載っております。 

 報告書の７ページには、７日間の派遣事業のスケジュールを載せてございます。 

 また、事前研修の様子は報告書の１０ページから１４ページ。現地の様子は１

６ページから２２ページ。そして、戻ってきた後の事後研修の様子を２４ページ

にまとめてございます。 

 主な訪問先等でございますが、クアラルンプール市やペナン植物園への表敬訪

問、また、４泊中３泊はペナン島でのホームステイ等を実施してございます。最

終日には、世界遺産であるジョージタウン市内も見学しております。 

 報告書の２６ページ以降には、生徒の作成いたしました体験レポートをまとめ

てございます。 

 また、昨日１１月６日になりますが、英語のつどいがございまして、派遣生が

その成果を発表しております。 

 本事業後の生徒の感想をいくつか紹介いたします。 

 ふだん英語で会話している人たちにも自分の英語が伝わって、しかもリアクシ

ョンを返してくれたから、うれしかった。 

 ホームステイがすごく心配だったが、始まってみれば想像以上に楽しく、理解

しようと一生懸命に聞き、ホストファミリーも楽しく話そうとしてくれて、良い

経験になりました。 

 ホストファミリーと伝統的な遊びをして、仲良くなれました。冬に日本に来る

そうで、案内を頼まれているので頑張りたい。 

 市内観光などで、マレーシアの多民族国家というものを知ることができました。 

 ホームステイにより少しずつ英語が上達したというような感想もいただきまし

た。 

 事前研修の内容や、現地での活動、ホームステイや学校訪問先、見学先など、

まだまだ改善の余地がございますので、今年度の課題等を踏まえ、次年度の計画

を策定してまいりたいと思っております。 

 報告は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 
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上 野 委 員  派遣生徒の学年の内訳は概要にありますが、男女の内訳はいかがでしょうか。 

 

指 導 室 長  本年度、２２名参加しておりますが、男子生徒が４名、女子生徒が１８名とい

うことで、かなり女子生徒が多かったです。 

 

教 育 長  私は最後の発表会に参加させていただきましたが、本当に最初の子どもたちの

表情から見事に変貌して、生き生きと英語でスピーチしたり、あるいは仲間同士

が親睦し合って、とても良い雰囲気でした。 

 子どもたちがそれぞれの学校で発表もしているようですので、また、それをき

っかけに英語に関して興味を持ってくれる子どもたちが増えることを期待したい

と思います。ありがとうございました。 

 

○報告事項 

１０．平成３０年度「板橋区読書感想文コンクール」及び「板橋区図書館を使っ

た調べる学習コンクール」審査結果及び表彰式等について 

（図－１・中央図書館） 

教 育 長  それでは、報告１０「平成３０年度「板橋区読書感想文コンクール」及び「板

橋区図書館を使った調べる学習コンクール」審査結果及び表彰式等」について、

中央図書館長から報告願います 

 

中央図書館長  資料「図－１」をご覧ください。 

 １、板橋区読書感想文コンクールについてです。 

 こちらの事業は各小中学校において運営されているコンクールとなります。 

 （１）応募状況及び審査結果です。 

 小学校については１万７，９６５件、中学校においては６，０２０件、合計で

２万３，９８５件。昨年度より２３０件ほど少なくなっておりますが、応募がご

ざいました。 

 （２）審査についてです。 

小学校は教育会により１０月１１日に、中学校は教育研究会により９月２８日

に審査会を実施し、結果を得ているものでございます。 

 この成果物としまして文集の制作が予定されております。２月上旬には各小中

学校に送付するとともに、図書館資料としても蔵書の予定でございます。 

 資料の２ページ目をご覧ください。 

 ２、板橋区図書館を使った調べる学習コンクールについてです。 

 こちらは中央図書館主催の事業でございます。 

 （１）応募状況及び審査結果についてです。 

応募数については、小学校低学年の部が８８３件、小学校高学年の部が９８５

件、中学生の部が２６２件、合計２，１３０件で、昨年度より６００件余り増え

ており、増加傾向にあるものでございます。 
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 表彰については、最優秀賞３件、優秀賞８件、奨励賞１９件の合計３０件を表

彰させていただきます。 

 （２）審査についてです。 

ご覧の審査員のもとに審査を行いまして、一次審査、二次審査と段階を踏みま

した。 

 １０月１２日までに二次審査を終えまして、最優秀作品の絞り込みを行って、

優秀賞以上及び奨励賞を選定したところでございます。 

 審査項目や評点基準につきましては記載のとおりとなっておりますので、ご確

認いただければと思います。 

 資料の３ページ目の（３）をご覧ください。 

 図書館を使った調べる学習コンクールという全国コンクールがございます。 

 優秀作品については、全国コンクールへ板橋区の代表作品として推薦する運び

となっております。 

 続きまして、３、表彰式についてです。 

 これら２つのコンクールの表彰式を同時に開催いたします。 

 日時は、平成３０年１２月８日午後２時からの予定でございます。 

 会場は、板橋区教育支援センターで開催の予定でございます。 

 出席者並びに主催等につきましては記載のとおりとなっております。 

 式次第の中では、読書感想文コンクールの代表発表、板橋区図書館を使った調

べる学習コンクールの代表発表、また、それを踏まえた講評などもいただく予定

でございます。 

 ご報告は以上でございます。 

 

教 育 長  質疑、意見等がございましたら、ご発言ください。 

 

高 野 委 員  図書館を使った調べる学習コンクールの審査をさせていただいたのですが、今

年度も大変すばらしい作品が多くて、審査するのに大変困りました。 

 子どもたちが本当に時間をかけて、真剣に取り組んでくれた作品なので、審査

する側ももっと時間をたっぷりとって作品を見ていきたいという思いです。 

 また、ぜひ皆さんにこのすばらしい力作を色々な場面で見ていただいて、励み

にしていただきたいと思います。 

 

中央図書館長  応募件数が大変増えているところがありまして、審査の段階、方法も工夫が必

要なのではないかと思っています。かなり書き込んでいる作品も多くありますし、

色々な方の視点が入ったうえで審査を進めたいと考えているところでございます。 

 

教 育 長  優秀な作品については、どこで展示をする予定でしょうか。 

 

中央図書館長  図書館の館内で展示する予定になっております。 
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教 育 長  これは前にも話しましたが、区役所１階の展示スペースに作品などを展示する

ことが、応募者にとってもそうですし、区民の方々にとっても、小学生や中学生

が本当にすてきな作品を残しているということを周知する意味でも良いことでは

ないかと思いますので、来年からと言わずに、今年からでも、もし調整が可能で

あれば、ぜひお願いしたいと思います。 

 

中央図書館長  日程等を調整して検討してみます。 

 

教 育 長  よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

教 育 長  それでは、次に、教育委員会次第にはございませんが、追加報告事項はありま

せんでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 

（はい） 

 

教 育 長  それでは、上野委員に、アルゼンチンで開催され、上野委員がご参加された第

３回ユースオリンピック競技大会について、板橋区の子どもたちへのメッセージ

などとともに、少しお話をお伺いできればと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

上 野 委 員  今回が第３回ということですが、２０１０年からスタートしております。 

 大会期間につきましては１０月６日から１８日までの１３日間、開催場所がブ

エノスアイレス、アルゼンチン共和国ですので、日本から見て地球の真裏という

ようなところで、９月３０日に集合して１０月１日に出発、帰国が１０月２１日

ということで、期間自体は３週間と長丁場になっております。 

 参加は、世界中で２０６の国と地域になりますので、現状では全ての加盟国が

参加してきたという状況で２０６という数字になります。 

 実施競技種目につきましては３２競技。前回より増えてきておりますが、全て

の競技が開催されているというような状況ではありません。 

 また、日本の選手団ですが、１３５名という人数になっておりますが、男子の

選手が４８名、女子の選手が４３名、実質で合計９１名です。誰でもが出られる

ということではなく、各国際競技連盟、例えば私のところであれば、国際水泳連

盟からということで、最大、男子４名、女子４名というところです。 

 また出場できる制限ということで、標準記録を切っているとか、例えば、卓球

でありますと、皆さん恐らくご存じの張本選手、平野選手、この男子１名、女子

１名が国際卓球連盟から指名されているという状況で、私も現地に行ってから確

認したのですが、残念ながら、今回、柔道が出ていなかった。日本が出ていない
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のかと思ったら、柔道にその資格がなかったということでした。 

 昨日も山下会長に聞いたのですが、実は予選会のところで、治安が悪かったの

で出さなかったというような状態がありまして、実際、ブエノスアイレスで柔道

チームがいないということについては、違和感があって、国際柔道連盟からも、

なぜ出ていないのだという指摘があったのが現状です。 

 結果としましては、金メダル１６個をはじめ、計４４個のメダルを獲得してく

れたということは、前回大会から比べても、東京オリンピック２０２０が決まっ

ている状況から、あと２年間、さらにその先の２０２４年のパリオリンピックの

中心となる人物になろうかという状況があります。 

 第１回、第２回においては、オリンピックで金メダルをとっているバドミント

ンの選手、銀メダルをとっている卓球の選手が出場していたというようなことで、

登竜門的な大会という位置付けで、２０１０年からスタートしているということ

です。 

 また、文化教育プログラムというところが一番この大会のウエートを占めると

ころです。 

 通常であれば、大会が終わりましたらすぐ帰国できるのですが、この大会期間

中の１３日間は、各国とも強制的に滞在しないといけないようになっています。

競技がないときに教育プログラムを受けなさいということです。 

 例えば、スポーツと文化、教育を融合させたイベントとして、「クリーンなア

スリートを守る」、「アスリートのパフォーマンス」、「スポーツを超えて」と

いう３つのコンセプトから、過去のオリンピック選手ですとか、現状のオリンピ

ック選手が来て教育プログラムを開催していくというものです。 

 特に、選手村の道路に３Ｄの絵を描くなど、ここに各国の選手が出てきて、国

同士の友好や言葉の問題も含めて交流するということ、これが本来のオリンピッ

クの意義だと感じました。ある面で、オリンピックムーブメントというものを推

進しているということの中から、２０１０年にこの大会がスタートされました。 

 ２３競技が出場しまして、うち１４競技がメダルを取りました。残りの９競技

についてもメダルに近いというような状況でした。また、球技で出場できたのが

男子の７人制ラグビーと女子のフットサル。球技が日本は弱いと言われているの

ですが、２つとも銀メダルと銅メダルをとっているという状況でした。これはア

ジア大会でも球技が弱いと言われていたのですが、ホッケーが男女２種目で金メ

ダルをとっているという状況もあります。 

 さかのぼりまして、２０１３年に東京でのオリンピック・パラリンピック開催

が発表になって、それから５年がたちました。５年がたった段階で感じているの

は、新種目、空手やスリー・バイ・スリー、スケートボードなどのほか、サーフ

ィンなど、５年間でそれなりの結果を出してきているということがあります。こ

れらはゼロからのスタートという状況です。 

 そして、オリンピックを迎える準備もそうですが、強化のスケジュール、それ

と指導者、こうしたところで、水泳のように長い歴史の中で流れてきているとい

うような組織に対し、新たな競技でも結果が出ている。あと２年後となりました
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オリンピック・パラリンピック、その先で、特に一番言われているのは、東京で

のオリンピック・パラリンピックが終わったらお金が出ない。それにより、競技

力が下がると言われているのですが、今回のユースオリンピックでは、間違いな

く先を見据えた２０２４年の手応えというものがありました。 

 今回、個人的なＭＶＰということで言いたいのが、体操で北園君という選手が、

今週の日曜日の朝に特集されていました。 

 １人で金メダルを５つとったのです。彼は清風高校の１年生で、池谷選手、西

川選手を思い出す方もいらっしゃると思うのですが、先生と２人で参加しており

ました。 

 金メダルを５つとったのですが、本来は６つをめざしていたと話しておりまし

て、恐らく、この高校１年生が、あと２年後になると高校３年生となります。本

人はどうしても２０２０年東京大会に出場したいと言っていますが、その可能性

も非常に高いかなと思います。ちょうど先週に世界選手権が行われまして、日本

の金メダルがゼロという現状からしても、新たな選手が出てきているということ

と、強化スケジュールという観点から、当然、人材は富士山型にならなければい

けないのです。 

 ユースオリンピックというのは富士山型の中腹より上のところのレベルです。

ここの強化がうまくいっているということは、頂点のところの強化もうまくいっ

ていることになりますし、底辺もしっかりとできていることになります。スケジ

ュールと指導者がしっかり伴っているということが世界でメダルをとれるレベル

まできていることであるということを感じてきました。 

 ちなみに、この大会は４年に１回で、次の第４回はアフリカのセネガルで開催

される予定になっております。私が戻ってきて思ったのは、この大会には高校３

年生までしか出られませんから、強化のターゲットは中学２年生ということにな

ります。 

 今、中学２年生にどれだけの選手がいるのか、どの競技団体も中学２年生でど

こまでいっているのか、４年間でどうするかということを第１回、第２回の大会

のときにはあまり考えなかったのですが、経験を積み重ねてくると、ターゲット

層というのが出てくるわけです。そこを何年かの後にうまく育てていくという計

画を立てるということになります。 

 我々ＪＯＣとしては、それぞれの競技団体に発破をかけなきゃいけないのです

が、それぞれの団体、ここで置き換えて言えば、それぞれの学校となります。よ

く話に出てくる校長会というものがありますが、その校長会のトップのリーダー

シップがしっかりとれているかということと、目標の設定、１０年間の計画など

が色々と出ていますが、そこのゴールのところを描いていくと、必ずこのような

結果が結びついてくるのかなと期待しております。 

 スポーツ庁ができて、２０２０年は難しいと言われているのですが、私は成功

すると思っています。 

 それと、２０２４年の計画を出しなさい、２０２８年の計画を出しなさいとい

う話になってきますが、正直なところ、２０２８年の選手など、今の段階では分
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からないものです。 

 ですが、そういう先々のことであっても、国からの指導というものに沿ってい

かないと予算が出てきませんし、費用対効果という観点が求められるところであ

ります。 

私は、昨日開催された会議でも大反対したのですけど、今、日本のスポーツは

ＵＫスポーツ、すなわちイギリスを模範としているのです。 

 そのお金の流れは何かというと、イギリスのロンドンオリンピック・パラリン

ピックが終わったら、ばんばん予算を切ってしまっています。例えば、シンクロ

や女子のバレーボール全部。球技はメダル１個しかありませんから、ばんばん予

算を切っていって、逆にメダルをとったところにお金を費やしていくようなこと

です。 

 日本は、そういったシステムではないと思います。学校であれば、全校にお金

を払わなければいけないと思いますので、それに対する強化策というのはあるの

かと思っております。 

 日本のスポーツ庁がイギリスを模範にしてつくったときには非常に危険な状況

があるかもしれませんが、メダルの数だけでイギリスを見ていくと、間違いなく

増えているということがあります。ロンドンオリンピック・パラリンピックより

もリオオリンピック・パラリンピックの方が増えています。 

 それが成功と言われるのか、どんどん競技を切っていくというやり方が良いの

かというのは、１つ、疑問が残るところだと思います。 

 雑駁ですが、報告は以上です。 

 

教 育 長  ありがとうございました。ユースオリンピックというものは意外に知られてい

なかったのではないかということでは、良いお話をありがとうございました。 

 それから、もう１つ。高野委員に、小学校の連合音楽祭、そして、英語のつど

いにもご参加いただきましたので、ご感想も含めてお話をお聞かせください。 

 

高 野 委 員  昨日の午前中に小学校の連合音楽会に参加しました。６校の出場だったのです

が、４年生から６年生までそれぞれの学校で学年が違うのですが、４年生は４年

生らしく、かわいらしく元気に演奏して、高学年になると歌声もとてもきれいで、

演奏も様々な日本の和太鼓などといったものを利用して、色々な合奏をしてくれ

ました。 

 演奏する態度も立派でしたし、聴いている態度も皆さんとても立派に、静かに

聴けていました。 

 あと保護者の方もたくさんいらっしゃっていて、大きな舞台に立つという経験

をすることで、子どもたちにも良い経験になったと思いますし、保護者の方も大

変喜んでいらっしゃったと思います。 

 午後はアクトホールで英語のつどいを見てきました。英語のつどいは、中学生

が司会からほとんど全部、英語で進行します。 

 スピーチとプレゼン、劇と、各校それぞれの出し物を選んで発表します。 
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 スピーチでは、地球温暖化についてお話しする子どももいましたし、外国から

見た日本のこと、例えば地震について、自動販売機についてなどのお話をしてい

ました。また、身近な合唱コンクールで、自分が小学生のころから指揮をするの

が夢で、頑張って合唱コンクールをやったというような体験のスピーチもありま

した。 

 劇については、今年は４校ほどがやっていたのですが、その中の１つに「桃太

郎」があって、中学校の校長先生に伺ったら、小学６年生でやっていることなの

で、その延長線でできるのではないかというようなお話をされていました。 

 また、西台中学校は、父親の転勤で外国、ニューヨークに行く子どもの悩みと

いうような劇だったのですが、その中で、授業や英語村で道案内の練習というの

をよくやっていますが外国の方に聞かれたら、どのように駅までの道のりを教え

るのかなど、それが劇の冒頭の部分にあったので、授業でやっていることをこう

して生かしているのだと思って、とても身近な題材で楽しかったです。 

 最後に、プレゼンは色々なテーマがあったのですが、印象に残ったのは、英検

のテストをプレゼンで、模範的な態度と、暗くてだめな態度、それから変に乗り

が良くて、これもだめな態度というようなものをユーモアたっぷりでやっていて、

中学生がユーモアを交えながら、英語を自由に操っているということに感心しま

した。 

 そのプレゼンの中では、中学生海外派遣事業でマレーシアに行った子どもたち

が、全員ではないのですが、昨日集まって練習したということで、昨年の発表の

ときには書いた原稿を見ながら読むような発表で、伝わりにくいところもあった

のですが、昨日は劇を通して、入国のときに迷った体験や、ホームステイ先での

体験など、色々なことを寸劇で表現していて、さらに、最後には自分がマレーシ

アへ行くことでどのような経験をしたのかという内容も、暗唱してプレゼンをし

ていて、昨年に比べて、今年はとてもプレゼン力が上がったということと、とも

にマレーシアに行った仲間が仲良しになっているのだということを、昨日のプレ

ゼンを見て感じました。 

 

教 育 長  ありがとうございます。 

 中央図書館長も昨日、参加されたとのことですが中学生の英語はどうでしたか。 

 

中央図書館長  相当練習したのだろうというところが多く見られて、感動しました。 

 

教 育 長  ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、本日の教育委員会を終了いたします。 

 ありがとうございました。 

午後 ００時 ０１分 閉会 


